
Ⅰ 東部地区（鳥取市、岩美町）農業の概要

東部地区は、鳥取市と岩美町の１市１町をエリアとしている。

鳥取市は、平成１６年に１市６町２村（旧鳥取市、国府町、河原町、用瀬町、佐治村、

気高町、鹿野町、青谷町、福部村）が合併し、広域エリアを管轄している。県内最大の人

口１９万人（Ｈ２９年６月）を有し、鳥取砂丘や湖山池など美しい自然に恵まれている。

岩美町は、人口１万２千人（Ｈ２９年６月）。山陰海岸国立公園の絶景地を有し、農業、

漁業を中心とした自然豊かな町である。

なお、東部の南部にある八頭町、若桜町、智頭町は、東部農林事務所八頭事務所が対応

している（ただし、地域整備関係及び農地担当は当事務所が所管）。

１ 現状と課題

・東部地区は水田が多く、「コシヒカリ」、「きぬむすめ」といった良食味米の生産と

ともに、飼料用稲(WCS)や飼料用米（日本晴）の生産も盛ん。

・果樹は、傾斜地において二十世紀梨を中心に栽培されていたが、販売価格の低迷な

どから減少。近年、県育成新品種「新甘泉」や柿の「輝太郎」が増加。

・砂丘畑では、らっきょうが有名で、平成２８年３月にＧＩ（地理的表示）を取得し、

販売額は過去最高の１０億円を超えた。

・水田転作作物として、白ねぎが定着しており、さらに中山間地域の特産物としてア

スパラガスを推進。

（１）農地の状況

○耕地面積は、年々減少しているが、荒廃農地は、近年横ばいあるいは減少傾向にあ

る。これは、近年荒廃農地の解消を図る施策が充実したことにより、農地としての

再生利用が進みつつあるものと考える。また、中間管理事業の活用など担い手への

農地集積は年々増加しているものの、さらに加速化させることが必要。

耕地面積 7,964ha（H24年） ⇒ 7,887ha（H28年）△77ha

荒廃農地面積 217ha（H22年） ⇒ 143ha（H28年）△74ha

（２）担い手・新規就農者の状況

○農業就業人口は減少が続き、また高齢化が進むなど、農業労働力は脆弱化。

農業就業人口 10,407人（H17年） ⇒ 6,534人（H27年）62.8%

平均年齢（県） 65.5歳（H17年） ⇒ 69.7歳（H27年）4.2歳上昇

○また、認定農業者はH20年をピークに近年減少しているが、地域農業を担う集落営

農組織は増加の傾向にある。認定農業者の減少は、高齢化等の理由で再認定を受け

る者が減少したものと考えるが、一方で法人の認定は増加している。

認定農業者数 154（H17年）⇒171（H20年）⇒142（H28年）

集落営農組織数 68（H17年） ⇒ 84（H28年）

うち法人数 6（H17年） ⇒ 22（H28年）

○新規就農者は、近年大きく増加。これは、とっとりふるさと就農舎やアグリスター

ト研修、農の雇用や国・県の給付金事業など、各種支援策の充実に加え、農業農村

に関心を持つ若者が増えていること、これら業務に携わる各機関の尽力によるとこ

ろが大きい。しかし、農業就業人口の減少を止めるまでには至っていない。

新規就農者数 2人（H18年） ⇒ 18人（H28年）

うち法人等への就職11人

＊H18は農業法人等へ就職した者を含まず



（３）農業生産の状況

○主食用米は、主に「コシヒカリ」、「ひとめぼれ」、「きぬむすめ」が作付けされて

いるが、最近収量・品質が安定し、４年連続「特Ａ」（日本穀物認定協会による食

味ランキング）を取得した「きぬむすめ」が増加。

・H28年：コシヒカリ1,226ha ひとめぼれ1,210ha きぬむすめ787ha

○非主食米は、H28年では、飼料用米「日本晴」182ha、飼料用稲(wcs）127ha

○東部地区を代表する特産物のらっきょうは、生産者数及び生産面積は減少している

ものの、出荷量は最盛期に近づきつつある。平成28年はＧＩ（地理的表示）取得も

あり、販売額は過去最高の10億円を突破した。なお、栽培の歴史は古く、平成26年

に、本格的な生産開始から100周年を迎えた。

生産者数 103戸(H19) ⇒ 72戸(H28)

生産面積 125ha (H19) ⇒ 114ha(H28)

出荷量 2,246t (H19) ⇒ 1,831t(H28)

販売額 764百万円(H19)⇒1,074百万円(H28)

○水田転作作物として導入された白ねぎは、平成25年からＪＡが「がんばる地域プラ

ン事業」を活用して振興を図っていることから生産面積は増加しており、年次変動

があるものの生産者数、出荷量、販売額も増加傾向にあるが、平成28年度は大雪の

影響もあり、出荷量は減少している。

生産者数 115戸(H19) ⇒ 191戸(H28)

生産面積 19ha (H19) ⇒ 24.2ha (H28)

出荷量 297t (H19) ⇒ 299t (H28)

販売額 115百万円(H19) ⇒124百万円(H28)

○アスパラガスは、米価下落に伴う水田転作作物としてＪＡと行政が一体となって平

成27年度から推進を開始したところ。平成28年度は国の産地パワーアップ事業に取

り組み、施設化による品質及び収量の安定化を図った。

○梨については、高齢化や販売単価の低迷などがあり、生産者数、生産面積、出荷量、

販売額ともに減少。そのような中、県育成品種「新甘泉」を中心にジョイント栽培

などによる新品種の導入が進んでいる。

生産者数 350戸(H22) ⇒ 214戸(H28)

栽培面積 145ha (H22) ⇒ 76ha (H28)

出荷量 1,497t (H22) ⇒ 1,240t (H28)

販売額 500百万円(H22) ⇒426百万円(H28)

○畜産については、酪農、肉用牛ともに生産戸数、飼養頭数ともに減少しているが、

平成29年度には大規模農場の建設が予定されており、酪農750頭、肉用牛（繁殖）

が40頭、肉用牛（肥育）400頭の増頭見込。

（４）鳥獣害の状況（H28)

・被害額：イノシシ26,893千円、シカ783千円、その他3,942千円 計31,618千円

・捕獲数：イノシシ3,788頭、シカ828頭、ヌートリア534匹、アライグマ31頭、

カラス393羽など

（５）農地等保全活動（日本型直接支払制度）の状況(H28)

○多面的機能支払交付金（農地維持支払）

活動組織数172（前年より11増）、保全活動面積3,159ha（前年より146ha増）と大

幅に増加し、農振農用地面積に占める割合は49.1%。

○中山間地域等直接支払交付金活動

活動組織数143（前年より4増）、保全活動面積1,060ha（前年より40ha増）。農振農

用地面積に占める割合は16.5％。



２ 今後の方向

【県農業活力増進プランの推進】

○県は、県農業の再興・発展に向けて、１０年後を見据えた農業活力増進プランを

平成27年3月に策定。ＪＡ、農家の皆さんと一丸となって県農業の発展に取り

組む。

（プランの基本方針）

・10年後を支える多様な担い手が活躍できる環境を整えます

・産地力をアップし、農業所得を高めます

・「とっとりフードバレー（豊かな食と技術の集積地）」を形成します

・地域の農業を元気にし、農とともに活きる鳥取県を実現します

（１）新規就農者、担い手の育成

○とっとりふるさと就農舎やアグリスタート研修など新規就農者に対る支援施策の充

実により、次世代を担う農業者は徐々にではあるが増えていることから、今後とも

新規就農者への支援を強化する。

○東部は水田地域であり、水田農業を維持していくためにも、地域ごとに策定された

人・ 農地プランの充実とその実施を図る。また、農地中間管理事業などの活用に

より、担い手への土地利用集積を促進するとともに、大規模経営体や集落営農組織

（法人）の育成を図る。

（２）水田農業の複合経営推進

○収量・品質が期待できる「きぬむすめ」の作付けをさらに推進する。

○水田農業の複合経営を推進し、所得の安定化を図るため、次の２品目を重点的に推

進していく。

〔白ねぎ〕

・らっきょうに次ぐ特産物として、H25年度にJA鳥取いなばが「いなば白ねぎ

倍増プラン」を策定して推進中であり、品質が良く安定的に収入が期待できる

白ねぎの振興を図る。

〔アスパラガス〕

・白ねぎに加え、中山間地域の特産物として市場からのニーズも強いアスパラガ

スについて、普及所、ＪＡなどが中心となって実証ほ設置や安定多収の栽培マ

ュアルを作成し、国・県事業を活用して、市町も含めたプロジェクトとして生

産拡大を図る。

（３）果樹新品種、畜産の振興

○梨については、販売単価が高い新品種の「新甘泉」、「秋甘泉」の生産拡大を図る

ため、栽培作業の省力化に向けてジョイント栽培などの新技術を推進する。

柿の新品種である「輝太郎」も、早生で販売単価が高いことから、生産拡大を図る。

○高能力種雄牛を核とした和牛生産拡大や酪農拠点牧場の整備促進、自給粗飼料生産

の拡大など、収益性の高い畜産経営の実現を図る。鳥取地どりは、高品質で需要が

高く、H25年度整備した専用の食鳥処理施設を活用し、生産振興に努める。

（４）農地・水路等保全活動の推進

○農業農村を維持していくためにも、地域で農地・施設等を維持保全していく活動は

今後も推進していく。特に中山間地域での活動を増加させていく。

○さらに、水を供給するため池、頭首工、幹線水路など主要な水利施設の老朽化に

対して補修、更新などを推進する。また、農地の排水改良を進め、多様な農業へ

の取り組みや担い手の農地・水管理の省力化を進めていく。



（５）チャレンジと共助意識の醸成・発展

○しっかりと経営戦略をもってチャレンジをしようとする農業者への支援を強化。

○個の農家だけでなく農家や地域などとの間で共助体制による生産、加工販売、水管

理、危機管理などの取組みを支援し、将来的には組織統合や地域法人への発展にも

繋げていく。


